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学  則 

 

1 開講の目的  高齢者・障害者・障害児の多様化するニーズに対応した介護サービスを提供す

るため、知識・技術を有する介護職員の養成を行なうものであります。 

2 研修名称･課程  かくれんぼ介護職員養成講座（初任者研修課程）委託訓練  コース 

 

3 実施場所  実施場所 

  施設名：かくれんぼ介護職員養成教室 

  住 所：名古屋市北区金城町４丁目３５番１号 

4 研修期間  令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで 

 

5 カリキュラム及

び使用する教材 

（１）カリキュラム：別紙「カリキュラム（様式３）」を参照 

（２）教    材：｢介護職員初任者研修課程 テキスト｣ （全３巻） 

          日本医療企画 

6  講師氏名及び 

職名   

 別紙「講師一覧（様式４）」を参照 

7 研修修了の認定

方法及び免除科

目  

（１）修了認定 

全ての講義・演習・実習のそれぞれの所定時間すべてに出席し、次の評価項

目において評価基準を満たした者を修了とみなし、修了証明書を交付します。 

① 評価項目 

・「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」 

 （介護に必要な基礎的知識の理解、生活支援技術の習得状況） 

・筆記試験による修了評価 

② 評価基準 

Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８０～８９点、Ｃ＝７０～７９点、Ｄ＝７０点

未満と評価し、Ｃ以上で評価基準を満たしたものとして認定する。 

なお、認定基準を満たさない者については、必要に応じて補講等を行い再評

価することとする。 

（２）免除科目 

  免除要件は認めません。 

 

8 募集時期  令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで 

 

9 受講資格  介護サービスに従事することを希望する者で、ハローワークより受講 

を勧められた方 

10 受講定員  20 名 
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11 受講手続  ハローワークにて受講申込を行ないます。申込締切後に面接等により選考を行

ない、本人に通知します。原則として受講手続き完了後の本校が認める理由以外

による取り消しは認めません。 

 

12 授業料・実習費等 受講料：無料 

テキスト代：9,240 円（税込） 

実習関連費用：検便代 770 円、実習先への交通費実費 

 

13 補講方法及び取

扱等 

（１）補講方法 

基本的に欠席は認めません。但し、やむを得ない事情があると認められたも

のについては、初任者研修時間数の概ね 1 割を上限として許可します。 

欠席した場合は、以下のいずれかの方法で補講を行います。 

① 同一内容の講義・演習を別の日に新たに設定し、個別に対応する 

② 同時期に開講している同課程の別の研修で受講する 

③ 欠席した項目の時間数が、別紙６で定める通信形式で実施できる上限 

時間の範囲内であれば、レポートを提出することをもって出席とみなす 

なお、上記の補講を受けることができるのは、修業年限の８ヶ月以内としま

す。 

（２）補講費用 

 上記の補講を希望する場合は、補講料はかかりません。 

（３）修了認定の再評価 

次の修了認定において、評価基準に満たなかったため再評価を希望する 

場合は、1 回に限り再評価を受けることができます。 

① 「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」 

② 筆記試験による修了評価 

（４）再評価の受験料 

 上記の再評価を希望する場合は、無料で受験することができます。 

 

14 研修の延期・中

止、苦情等に対す

る対応  

（１）研修の延期 

 不慮の事態が発生した場合、事業者は研修を延期し別日程を設けることがで

きます。 

（２）研修の中止 

 不慮の事態が発生した場合、事業者は研修を中止し解約する事ができます。

運営再開の見通しがない場合は、テキスト代を全額返金することとします。 

なお、受講申込者が４名未満の場合も同様とします。 
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（３）苦情受付 

苦情窓口を設け、その都度対応する。 

  苦情窓口：特定非営利活動法人 かくれんぼ  

       名古屋市北区金城町４丁目３５番１号 

かくれんぼ福祉センタービル２Ｆ 

電話 ０５２－９１８－７４１０ 

FAX ０５２－９１８－７４１１ 

担当 三浦 正人 

 

15 個人情報の取

扱い 

 受講者の個人情報に関しては連絡、受講業務などの為のみに使用します。外部

に情報が流出しないように厳重に管理し、他に提供することはありません。 

また、受講生が取り扱う実習先の利用者等の個人情報についても、外部に情報

が流出しないように守秘義務を徹底します。 

 

16 研修修了者の

名簿の管理 

 修了者名簿は当校で永年保管いたします。また、研修修了後、愛知県知事に提

出します。提出された名簿は愛知県で管理されます。 

 

17 本人確認  受講申込受付時又は初回の講義時において、次に掲げるいずれかの方法により

行います。 

・戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の提出 

・住民基本台帳カード等の提示 

・在留カード等の提示 

・健康保険証の提示 

・運転免許証の提示 

・パスポートの提示 

・年金手帳の提示 

・国家資格を有する者については、免許証又は登録証の提示 

18 その他 受講の取り消し 

（１）退学   受講者が退学しようとするときは、退学届けを提出すること。 

（２）退学処分 受講生で、下記に該当する者においては、これを退学させるこ

とが出来ることとします。 

① 素行不良で改善の見込みがないと認められる者 

② 正当な理由なくして出席が常でない者 

③ 講座運営の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者 

 

 


